
生命共済補utt I定期保険 (団体型)]重要事項説明書 (契約概要。注意喚起情報)

【こ意向に沿つた商品内容か必すこ確認ください】
本書画および「パンフレット」に記載の保障内容・保険金額・保険料などがお客様こ自身のご意向に沿つた内容となっているか
を必すこ確認のうえ、お申込みくださしヽ。

この「重要事項説明書」は、商工会議所 。商工会生命共済制度の生命保険部分における、こ加入の内容などに関する重要な事項の
うち、特にこ確認いただきたい事項をまとめた「契約概要」と、お申込みに際して特にこ注意いただきたい事項をまとめた「注意
喚起情報」を言己載しています。お申込み前に必すお読みいただき、内容をこ確認・ご理解いただきますようお願いいたします。
「保険金などをお支払いでき声J〔い場合について」ナ(兵どお客様にとつて不利益となる情報が記載さイ1ている部分は特に重要です。
具体的な制度内容については「パンフレット」をあわせてこ覧いただき、こ不明な点などは所属商工会議所 。商工会または「パ
ンフレット」に記載のアクサ生命営業店にこ照会ください。

■筆概要i■■
○各商工会議所 。商工会の制度内容により保険金額などの設定、保険料のお取扱い、満了年齢などが異なります。
○具体的なこ契約内容 (保障内容・保険料・付力lされる特約など)および加入資格についてlEk、「パンフレット」に記載されています。
お申込みの際には、この「重要事項説明書 (契約概要)」 と「パンフレット」を必すご確認ください。

■商品の名称

■商品のしくみ

■主契約の
お支払事由

■保険料について

■配当金

■払戻金

定期保険(団体型)用入院給付金付災害割増特約、定期保険(団体型)用ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型)

商工会議所・商工会会員事業所の事業主・役員 従業員の死亡などを保障するために団体(商工会議所 。商工会)を

契約者として運営する団体保険商品です。保険期間|よ 1年ですが、更新によリー定年齢まで継続してこ加入しヽただ

くことが可能です。

【しくみ図 例】 特約

力日入 更新 更新 満了

1年 保険期間 1年 保険期F日]1年

死亡保険金…………保険期間中に加入者 (被保険者。以下同じ。)が死亡したとき。

高度障害保険金…保険期間中に加入者が加入(増額)日以後の傷害または疾病により、所定の高度障害状態に該当したとき。
※高度障害保険金が支払われた場合にはその加入者についての保障lこk消滅し、その後の保険金などのお支払い|よ い

たしません。
※死亡保険金が支払わイ1た場合に|よ 、その後、高度障害保険金の請求を受けても、これをお支払いしません。
※定期保険 (団体型)用入院給付金付災害害」増特約、定期保険 (団体型)用ガン重点保障型生渚習I慣病一時金特約の

お支払事由につしヽてlよ 「パンフレット」にてこ確認ください。

保険料|よ毎年の更新時に力l入者の年齢構成 ,加入状況によつてご契約 (商工会議所・商工会)ことに算出します。

お払込方法。経路などもこ契約 (商工会議所・商工会)ことに取り決めていますので詳細lよ 「パンフレット」にてこ確認ください。

この商品lよ旬年の更新後にこ契約(商工会議所・商工会)ことに前保険期間の収支計算を行しヽ、剰余金が生じた場合
|よ契約者に契約者配当金をお支払いします。

この商品に|よ加入者の脱退による払戻金lよ ありません。

1

〔当制度に関するお手続き。本目談・苦情窓口について〕
当制度に関するお手続きやご相談lEk、 団体(商工会議所・商工会)へお問合わせいただくか、「パンフレット」に記載のアクサ生命営業
店へこ連絡くださしヽ。
当制度に関する苦情lよ 、団体 (商工会議所 商工会)・ アクサ生命営業店もしくはアクサ生命お客様相談室(TELi0120-030775
受付時間:9:00～17:00 土,日・祝日、年末年始のアクサ生命休業国を除く)へご連絡くださしヽ。

〔指定紛争解決機関について】
この商品にかダ〕`る指定紛争解決機関|よ (―社)生命保険協会です。
(―社)生命保険協会の「生命保険相談所」でlよ 、電話・文書(電子メールfAX IEk不可)・ 来訪により生命保険に関するさまざまな相談・

照会・苦情を受付けてしヽます。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受付けてしヽます。
(ホームページア ドレス:httpsプ/Www seiho orttp/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1カ 月を経過しても、
契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合について|よ、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会
を設け、契約者などの正当な利益の保護を図つてしヽます。

【定期保険 (団体型)への変更に関する特則について】
この特則により、契約者 |よ 力l入者の健康状態にかかわらす、福祉団体定期保険契約 (変更前契約。付加されてしヽる特約を含みます。
以下同じ。)を定期保険 (団体型)契約 (変更後契約、付加される特約を含みます。以下同じ。)に変更することができます。

・変更 |よ、アクサ生命所定の範囲内でお取扱いします。
・変更前契約で支払われた入院給付金のお支払日数については、変更後契約の入院給付金のお支払限度に通算します。
・告矢日義務、告矢[義務違反による解除および変更後契約の保険金のお支払いにあたつて|よ 、変更前契約の保険期間と変更後契約の
保険期間 lこk継続さイ1たものとします。

・変更後契約の高度障害保険金、災害保険金、災害高度障害保険金および入院給付金のお支払しヽについてlよ 、加入者が、変更前契
約のその加入者の効力発生日 (責任開始期。以下同じ。)以後変更後契約の効力発生日前の原因により、変更後契約の効力発生日
以後に死亡、高度障害状態に該当またlよ 入院したときは、変更後契約の効力発生日以後の原因によるものとみなします。

・加入者が変更前契約の保険期間中に入院を開始し、変更日を含んで継続して入院したときlよ 、その入院lよ 、変更前契約の保険期 F口弓
中の入院とみ方よします。

・加入者が、その加入者の変更前契約の効力発生日前に発病したガンまたlよ 6大生活習慣病を直接の原因として、変更後契約の効力
発生日以後に入院を開始し、また|よ先進医療による療養を受けたときでも、変更前契約の効力発生日

'〕

ら`その日を含めて2年を経
過した後に入院を開始し、また|よ 先進医療による療養を受けたときは、変更後契約の効力発生日以後の原因によるものとみなします。

・力l入者が変更後契約の効力発生日前にガンまたは6大生活習慣病による入院を開始し、変更後契約の効力発生日を含んで継続して
入院したときlttk、 ガン入院一時金または6大生渚習慣病一時金はお支払しヽしません。



注意喚起情報   
―
      |   ―         

―
  | |   ■ ―

■お申込みの撤回など (クーリング・オフ制度)について

この商品は団体 (商工会議所 。商工会)を契約者とする団体保険であり、お申込みの撤回など (クーリング・オフ)の適用はありません。

■告矢日について

○告矢[は生命イ呆険のお引受けの判断の際の重要な事項です。こ契約にあたつては、過去の傷病歴 (傷病名 治療期P日]など)、 現在の健康状

態など「告矢[書」でアクサ生命がおたすねすることにつしヽて、事実をありのままに正確にもイ1なくお矢日らせ (告矢[)く ださい。

○告矢[の内容によつては、こ契約をお引受けできないことがあります。

○告矢日していただいた内容が事実と違つていた場合には、こ契約の全部またはその加入者の部
ノ
刀
＼が解除されることや、保険金などをお支

払いできたよいことがあります。

告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金などをお支払いできなしヽことがあります。この場合、すで

にお払込みいただしヽた保険料はお返しいたしません。なお、告矢[義務違反による解除の対象となる 1年経過後にもこ契約の全部またはそ

の加入者の部分が目又消しとなることがあります。

○アクサ生命の取扱者ヘロ頭でお話しされただけで|よ告知をしていただいたことになりません。加入者こ自身がアクサ生命所定の「告知書」

に記入されたことが告矢lとなります。(生命保険会社職員、代理店、商工会議所 。商工会の役職員には告矢[受領権はありません。)

○アクサ生命の社員またはアクサ生命で委託した確認担当者が、保険金などのご請求の際、請求内容などについて確認させていただく場合があります。

■効力発生日 (責任開始期)について

○力l入申込日(告矢ll日 )と効力発生日(責任開始期。以下同じ。)につしヽてはこ契約 (商工会議所・商工会)ことに取り決めてしヽます。

詳細は「パンフレット」にてこ確認ください。なお、初回保険料のお払込みがなかつた場合|よ 申込取消となり、効力が発生しない場合がありま

すのでこ注意ください。

○生命イ呆険会社職員、代理店、商工会議所 商工会の役職員には保険への加入を承諾し、責任を開始させるような代理権がありません。

■保険金などをお支払いできない場合について

次の場合は、l呆険金などのお支払しヽができなしヽことがあります。

○お支払事由に該当しない場合

効力発生日前の傷害または疾病を原因とする場合など

(ガンユ、院一時金・ガン先進医療一時金 6大生活習慣病ユ、院一時今
"効力発生日前に発病したガンおよび6大生活習慣病を原因とする場合

(ガン入院一時金)

ガン入暁一時金の支払われることとなつた最終の入院の開始日から、その日を含めて ¶年以内にガンを原因として再び入院した場合

(6大生活習慣病入院一時金)

6大生活習慣病入院一時金の支払わイモることとなつた最終の入院の開始日から、その日を含めて1年以内に6大生渚習慣病を原因として再び入院した場合

○免責事由に該当した場合

効力発生日から 1年以内の加入者の自殺、契約者・力l入者・保険金などの受取人の故意または戦争その他の変乱によりお支払事由に該

当した場合

(災害イ呆険金 ,災害高度障害イ呆険金 入院給付金)

・契約者また|よ加入者の故意また|よ重大な過失 ・イ呆険金などの受取人の故意また|よ重大な過失
・加入者の犯罪行為             `加 入者の精神障害を原因とする事故
・加入者の泥酔の状態を原因とする事故     加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこイ1に相当する運転をしている間に生じた事故

地震、l_彗嗽、または津波 ・戦筆その他の変乱

○告知義務違反の場合

契約者または加入者から告知してしヽただいた内容が事実と相違し、こ契約の全部また|よ その加入者の部分が告矢ll義務違反により解除された場合

○詐欺による取消し ,不

'去

取得目的による無効の場合

契約者または加入者の詐欺によりこ契約の全部またはその加入者の部分が取消しになつた場合や、保険金などの不法取得目的があつて

こ契約の全部またはその加入者の部
ノ
刀
＼が無効とさイ1た場合

○重大事由による解除の場合

契約者、加入者または保険金などの受取人が、保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、暴力団関係者、その他の反社会的

勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりこ契約の全部また こにその加入者の部分が解除された場合

■ご契約の更新ができない場合について

更新日呪在の加入者数が所定の基準に満たない場合、こ契約の更新はできません。

■保険料のお払込みについて

各商工会議所 ,商工会が定めた方法により保険料をお払込みしヽただきます。イ呆険料のお払込みがなかつた場合、最後に払込まイ1た保険料の応

当月末をもって脱退扱となり以降の保障がなくなる場合があり蔽す。詳細は「パンフレット」にてこ確認ください。

■払戻金について
この商品に|よ加入者の脱退による払戻金はありません。

■保険金などのお支払いについて

○保険金などのお支払事由が生じた場合や、イ呆険金などのお支払いの可能性があると思われる場合lま すみやかに商工会議所 。商工会または

「パンフレット」に記朝のアクサ生命営業店にこ連絡ください。

○お支払事由、保険金などをお支払しヽする場合またlこにお支払いできない場合については、アクサ生命ホームページにも掲載しておりますので、

あわせてこ確認ください。(ホームページアドレス httpsi〃 www axa coip/)
○イ呆険金などのお支払事由が生じた場合、こ契約内容によつては、複数の保険金などのお支払事由に該当することがありますので、こ不明な点

がある場合などには商工会議所 商工会または「パンフレットJに記載のアクサ生命営業店にこ連絡ください。

保険会社の業務または財産の状況の変化により、こ加入Bき にお約束した保険金額などが削減されることがあります。

アクサ生命は、生命保険契約者保護機構に加入してしヽます。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥つた場合、生命

l呆険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図らイとることがありますが、この場合にも、こ加入時の保険金額などが削減されることがあ

ります。保険契約者イ呆護措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。

生命保険契約者保護機構 TEL:03‐ 3286‐2820「月曜日～金曜日 (祝日'年末年始を除く)午前9時～正年、午後1時～年後5時」 ホームページアドレスhttps7/WWw.seihohogolp/

アクサ生命保険株式会社

〒1088020東京都港区白金1173
TEL 03 6737 7777(代表)区
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